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 １ 
 

 

福
島
県
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
と
早
期
発
効
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
陳
情 

 

陳
情
趣
旨 

令
和
七
年
春
闘
で
は
過
去
最
高
水
準
の
賃
上
げ
が
実
現
し
た
も
の
の
、
物
価
高
に
よ
っ
て
実
質
賃
金
は
低
下
し
、
個
人
消
費
の
持
ち
直
し
に
は
至
っ
て

い
ま
せ
ん
。
多
く
の
人
が
生
活
向
上
を
実
感
し
、
将
来
へ
の
希
望
と
安
心
感
を
持
て
て
こ
そ
、
賃
金
、
経
済
、
物
価
を
安
定
し
た
巡
航
軌
道
に
乗
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

連
合
福
島
は
、
令
和
八
年
春
闘
に
お
い
て
賃
上
げ
の
流
れ
を
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
、
物
価
を
安
定
さ
せ
、
実
質
賃
金
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
を

推
進
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
社
会
や
産
業
・
企
業
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
中
長
期
を
見
据
え
た
「
人
へ
の
投
資
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、
「
人

へ
の
投
資
」
を
よ
り
一
層
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
国
内
投
資
の
促
進
と
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
産
業
基
盤
の
強
化
に
よ
り
、
日

本
全
体
の
生
産
性
を
引
き
上
げ
、
交
易
条
件
・
国
際
収
支
を
改
善
し
、
持
続
的
な
生
活
向
上
の
実
現
を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

さ
ら
に
は
、
人
手
不
足
を
補
う
た
め
賃
金
引
き
上
げ
を
中
心
と
し
た
総
合
労
働
条
件
の
改
善
や
地
域
経
済
の
好
循
環
を
果
た
す
こ
と
が
政
労
使
の
役
割

で
あ
り
、
福
島
県
の
人
口
流
出
抑
制
策
と
な
る
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
と
早
期
発
効
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
重
要
な
政
策
と
考
え
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
「
賃
金
の
経
済
政
策
」
と
な
る
最
低
賃
金
引
き
上
げ
の
重
要
性
を
強
く
認
識
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
、
政
府
関
係
機
関
並
び
に
福
島
労
働
局
長
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
し
て
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

陳
情
事
項 

一
．
政
府
が
二
〇
二
〇
年
代
に
全
国
平
均
を
一
五
〇
〇
円
に
引
き
上
げ
る
目
標
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
目
標
到
達
に
向
け
福
島
県
最
低
賃
金
の

継
続
的
か
つ
着
実
な
引
き
上
げ
を
行
な
う
こ
と
。 



１ 

 

二
．
中
小
・
零
細
企
業
に
お
い
て
も
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
が
着
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
「
労
務
費
の
適
切
な
転
嫁
の
た
め
の
価
格
交
渉
に
関
す
る
指
針
」

に
基
づ
き
、
関
係
省
庁
・
福
島
県
・
県
内
経
済
団
体
と
連
携
し
、
価
格
転
嫁
を
可
能
と
す
る
環
境
整
備
並
び
に
支
援
策
の
周
知
徹
底
を
は
か
る
こ
と
。 

三
．
最
低
賃
金
と
人
口
移
動
と
の
相
関
関
係
も
示
さ
れ
て
お
り
、
引
き
上
げ
に
よ
る
労
働
力
確
保
や
人
口
流
出
抑
制
等
の
多
様
な
政
策
誘
導
と
し
て
取
り

組
む
こ
と
。 

四
．
福
島
県
最
低
賃
金
の
改
定
諮
問
時
期
は
、
労
働
者
間
の
均
衡
や
景
気
へ
の
影
響
も
考
慮
し
、
十
月
一
日
ま
で
の
早
期
発
効
に
最
大
限
配
慮
す
る
こ
と
。 

五
．
最
低
賃
金
の
改
定
額
を
踏
ま
え
、
公
契
約
に
お
け
る
賃
金
や
労
働
条
件
に
下
方
圧
力
が
か
か
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
賃
金
保
証
型
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
九
十

四
号
条
約
に
準
拠
）
を
基
準
条
項
に
盛
り
込
ま
せ
た
公
契
約
条
例
制
定
の
検
討
を
行
う
こ
と
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